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Ⅰ 教育大綱及び教育振興基本計画の概要 

 

１ 教育大綱及び教育振興基本計画策定の趣旨・背景 

 

平成２６年６月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が公布

され、平成２７年４月１日より施行されました。これにより、「地方公共団体の長は、教育

基本法第１７条第１項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方

公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとする。」

と規定され、当町では、平成２８年３月に「宮代町教育大綱」を策定しました。 

 また、教育基本法第１７条第２項に基づき、国及び県の教育振興基本計画を参酌し、宮代

町総合計画と整合性を図った宮代町の教育振興に関する基本的な計画として、平成２８年度

から令和２年度を第１期とする「宮代町教育振興基本計画」を策定し、令和３年には、令和

３年度から令和７年度の第２期となる「宮代町教育振興基本計画」を策定しました。 

 当町においては、教育大綱は教育に関する基本理念や方針、基本目標を示すもの、教育振

興基本計画は教育大綱における基本理念等の実現のための具体的な施策を定めるものとして、

位置づけています。今回の改正においては、こうした趣旨を踏まえて、教育大綱と教育振興

基本計画を一体的なものとして、新たに策定いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国・県）教育振興基本計画 

教育大綱 

教育振興基本計画 

参酌 

〈町長が策定〉 

〈教育委員会が策定〉 

〈方針・目標〉 〈具体的施策〉 

参酌 
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２ 教育大綱及び教育振興基本計画と国・県等の計画等との関係 

 

３ 教育を取り巻く社会の状況 

 

（１）少子高齢化・核家族化 

人口減少、少子高齢化といわれる今日ですが、宮代町においては、区画整理事業の影響に

より、近年児童・生徒数は緩やかに増加しています。しかしながら、児童・生徒数の増加は、

近い将来においてピークを迎え、減少に転ずることが推計上示されています。また、全国的

には、年少人口の減少、高齢人口の増加は顕著であり、１世帯当りの家族数の減少や核家族

化の進展により、家族、地域社会における結びつきが弱まり、地域の連帯感が薄れると同時

に、子育ての悩みを抱える保護者が増えているといわれています。 

このような社会環境の中で次代を担う子供たちの豊かな人間性を育むためには、学校・家

庭・地域がそれぞれの役割と責任のもと、互いに連携して、まさに地域全体で子供たちの成

長を見守っていくことが大切です。そして、高齢者も生きがいをもって地域社会で暮らして

いくために、生涯を通じて様々な機会で自ら学ぶことができる環境を整備していく必要があ

ります。 

 

（２）ＩＣＴの普及と国際化 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、私たちの生活を一変させ、社会に新しい生活様

式をもたらしました。テレワークやオンライン教育、ＱＲコードなどによる非接触決済など

が普及し、デジタル技術の活用が飛躍的に広がりました。今後の社会においては、デジタル

H３０ Ｒ１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

             
国の第３期教育振興基本計画 

（平成 30～令和 4年度） 

第３期埼玉県教育振興基本計画 

（平成 31～令和 5年度） 

宮代町教育振興基本計画 

（令和 8～12 年度） 

宮代町第 4次総合

計画 

宮代町教育行政重点施策（毎年度） 

宮代町教育振興基本計画 

（令和 3～7 年度） 

第４期埼玉県教育振興基本計画 

（令和 6～10 年度） 

国の第４期教育振興基本計画 

（令和 5～9 年度） 

宮代町第 5次総合計画 

（令和 3～12 年度） 

宮代町教育大綱 

（平成 28～） 
宮代町教育大綱 

（令和 8～12 年度） 
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技術の活用やデジタルインフラなどの戦略的な構築を進め、新しい価値を生み出す変革、す

なわちデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）が求められています。 

ＤＸの実現は、教育の分野にも大きな変革をもたらし、児童生徒の学びを豊かにし、教職

員の働き方を効率的なものに変えるなど様々な課題を解決する大きな可能性を秘めています。 

今後は、ＩＣＴを有効的な手段として、学校や生涯学習の現場において更に活用していく

ことが求められています。 

 ＩＣＴの発達は豊かで便利な生活をもたらす一方、いわゆるネットいじめやトラブル、子

供の生活習慣の変化など新たな課題も指摘されています。そのため、ＩＣＴに対する正しい

知識を身に付け、情報活用能力や情報モラルを向上させることが求められています。 

また、ＩＣＴの飛躍的発達と普及により、多くの分野で国を越えた相互交流が進んでいま

す。こうした国際社会を主体的に生きる人材を育成するためには、外国語学習や国際理解教

育を推進すると同時に、自己の確立と、日本そして郷土である埼玉県、宮代町の伝統文化を

理解し、尊重する態度を育むことが必要です。 

 

（３）自然環境の変化 

 近年、気候変動の影響から、気温が上昇傾向にあり、猛暑日が増加するなど熱中症リスク

が高まっています。同様に、集中豪雨が増えるなど自然災害が激甚化・頻発化していること

が指摘されています。 

このような状況の中、学校においては児童生徒の安全を守ることを何よりも優先する必要

があります。児童生徒に危害をもたらす様々な危険や事故等を防止し、万が一、事故や自然

災害等が発生した場合には、被害を最小限にするための取組が求められます。 

 

（４）学校教育 

学校で学んだことが、子供たちの「生きる力」となって、心豊かで幸せを感じられる人生

を送ることができる。これからの社会が、どんなに変化して予測困難な時代になっても、自

ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、判断して行動し、それぞれに思い描く幸せを実現し

ていく。そして、生涯を通じた主体的な学びにより、持続可能な社会を支える人を育ててい

くことが学校教育には求められています。 
教育は、学校だけで行われるものではなく、家庭や地域、企業などと連携しながら、社会

全体で進めることが大切です。そのためには、学校教育に関わる様々な取組を、教育課程を

中心に据えながら、組織的かつ計画的に実施し、教育活動の質の向上につなげていくことが

重要です。 
また、ＧＩＧＡスクール構想によって整備されたＩＣＴ環境を活用し、デジタルとリアル

の最適な組み合わせによる「新たな教育のスタイル」を展開するとともに、デジタルの力を

活用しながらグローバルに活躍する人材を育成する、一人一人の子供の状況に応じたきめ細

かな教育を充実させる等、情報端末の更なる活用が求められています。 
さらに、学校施設については、児童生徒の安心・安全を確保するとともに、災害時は緊急

避難場所となるなど重要な役割を担っていることから、計画的な施設・設備の整備を推進し

ていく必要があります。 
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（５）生涯学習 

人生１００年時代と呼ばれる社会において、子供から高齢者まで、一人一人が生涯にわた

り豊かな充実した生活を送ることのできる持続可能な社会づくりを進めるためには、多様化

するニーズに対して、町民自らが主体的に学び続けることができる生涯学習環境の整備が求

められています。 

また、文化財保護においては、郷土宮代の緑豊かな自然や伝統文化に誇りと愛着を持てる

ように、文化財や地域の歴史、自然環境などに親しむ機会を充実させていく必要があります。 

さらに、スポーツは、心身の健康増進と体力向上だけでなく、健康長寿社会や共生社会の

実現、地域の活性化など、多面にわたる効果が期待されることから、誰もが生涯を通してス

ポーツに親しめる環境の充実に取り組む必要があります。 
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Ⅱ 教育大綱 

 

１ 基本理念 

 

「憧れを未来につなぎ、生きる力をはぐくむ宮代教育」 

 

未来を担う子供たちが、この町で夢を持ち続けられること。 

様々な体験を通して、心豊かにたくましく成長できること。 

そして、私たちも、子供たちの健やかな成長と巣立ちを楽しみながら、自分自身が生きが

いを持って暮らすことができること。 

当町では、平成２８年にこうした思いを持って宮代町教育大綱を策定し、「憧れを未来につ

なぎ、生きる力をはぐくむ宮代教育」を基本理念として掲げ、学校・家庭・地域が一体とな

り、生きる力を育む教育の推進・充実に取り組んできました。 

今回の教育大綱の改定にあたっては、これまでの基本理念等を継承しつつ、人間尊重の精

神を基調として、生涯学習社会を築き、時代や社会の変化に積極的、かつ柔軟に対応した教

育を推進するため、教育行政に関する方針と基本目標を次のとおり定めます。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
これらの方針、基本目標に沿って、町民一人一人が、人間と環境が調和した景観を創造し

ていきながら、様々な社会環境の変化に対応し、ゆとりと生きがいのある充実した生活を送

ることができることを目指します。そして、豊かな感性と創造性に富み、地域社会に貢献で

きる２１世紀を担う心豊かな人間の育成が図られるよう町民の期待に応える教育を推進しま

す。

施策(1)～(6) 施策(1)～(5) 施策(1)～(3) 施策(1)～(2) 施策(1)～(4) 

基本理念 

方  針 

基本目標 
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２ 施策 

方針１ 未来を拓く、心豊かでたくましい児童生徒の育成 

 

基本目標１ 確かな学力と自立する力の育成 

  

（１） 一人一人のよさや可能性を伸ばし、個性を生かす教育の充実 

児童生徒が、基礎的・基本的な知識・技能を習得し、それらを活用して、課題を解決するた

めに必要な思考力・判断力・表現力など、主体的な学習に取り組む環境を整備します。 
 

（２）伝統と文化を尊重し、国際性をはぐくむ教育の推進 

我が国、そして郷土埼玉、宮代を愛する気風を養うよう、伝統と文化の理解を深めます。 
また、国際理解教育を通した、グローバル化に対応できる児童生徒をはぐくみます。 

 

（３）社会の変化に柔軟に対応する学校教育の推進 

持続可能な循環型社会の一員としての意識を高める環境教育や、情報化社会の進展に対応で

きる児童生徒の情報活用能力を、育成する環境づくりを推進します。 
 
（４）特別支援教育の推進 

児童生徒一人一人に応じた支援ができるように、各学校で個別の支援を必要とする児童生徒

に対して共通理解を図るとともに、支援体制の充実に努めます。 

 

（５）教職員の資質向上 

人事評価制度の充実により、教職員の人事管理や資質・能力の向上、教職員研修の充実をと

おした人材育成に取り組むとともに、心や身体の健康の保持増進を支援します。 
 

（６）学習環境の整備・充実 

安全・安心で快適な学習環境を実現し、児童生徒の学習意欲を向上させるためにも、施設・

設備の適切な維持管理に努めるとともに、ＩＣＴ機器をはじめとする教材教具、学校図書館の

の整備・充実を推進します。 
また、将来の児童生徒数の減少と学校施設の老朽化を見据え、公共施設マネジメント計画及

び小中学校適正配置計画に基づき、小学校の多機能化を含む小中学校の適正配置を推進します。 

 

 

基本目標２ 健康で心豊かな児童生徒の育成 

 

（１）豊かな心をはぐくむ教育の推進 

道徳教育や様々な体験活動を通して、児童生徒が、自己の能力や個性を最大限に発揮できる

よう、指導の充実を図ります。 
 

（２）総合的な不登校対策・自殺防止対策の推進 
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学校や家庭での問題行動や、不登校の未然防止・早期発見・早期対応に向けた取り組みを行

うとともに、関係機関と連携した教育相談活動等、組織的な対応を推進します。 
 

（３）健康・安全教育の推進 

学校を核に、家庭や地域と連携しながら、体力向上、健康教育に取り組みます。 
｢自分の身は自分で守る｣という、危機対応能力の基礎を培う安全教育を充実します。 

 

（４）学校教育における人権教育の推進 

人権教育を推進するための指導者を養成するとともに、人権感覚の育成を図るための指導内

容・指導方法を工夫・改善し、いじめ問題の根絶に取り組みます。 
また、関係機関と連携しながら、児童虐待の早期発見・早期対応に努めます。 

 

（５）学校給食の充実と食育の推進 

安心・安全でおいしい、そして栄養のバランスがとれた魅力ある給食を提供するために、使

用食材の安全確保、食品衛生管理の徹底、新鮮な地場産物や旬の食材の導入に努めます。 
また、学校給食を通じて、食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身に付け、生涯にわた

り心身の健康を保持・増進することができるよう、食育の推進に努めます。 

 

 

基本目標３ 地域に開かれた質の高い学校教育の推進 

 

（１）家庭・地域と連携した特色ある学校づくりの推進 

学校の教育活動充実のために、「コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）」の活用

や、「学校応援団」の組織化に取り組むなど、地域と家庭との連携による学校づくりを推進し

ます。 
  

（２）大学等と連携した学校教育の推進 

様々な経験をとおし、児童生徒の学習意欲を向上させ、心豊かでたくましい児童生徒を育て

るために、大学等と連携した教育活動を推進します。 
 

（３）家庭・地域への情報発信の推進 

地域や児童生徒・保護者の信頼と期待に応える学校づくりを行うために、学校運営や教育活

動を評価・公表し、それに基づく改善を進めます。 
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方針２ 町民の創意を生かした学びの場づくり 

 

基本目標４ 家庭・地域の教育力の向上 

 

（１）家庭の教育力の向上 

「親の学習」を充実させ、家庭の教育力の向上を図ります。 
また、地域の子育て支援において、関係機関と連携することにより地域の教育力を高め、家

庭教育を支援します。 
 

（２）青少年健全育成の推進 

青少年教育を推進するとともに、学習機会や体験活動を充実させ、相談・指導による支援を

行います。 
また、青少年の自主性を伸ばし、社会性を育むため、青少年関係団体等の活動を支援します。 

 

基本目標５ 生涯学習とスポーツの振興 

 

（１）誰一人取り残さない生涯学習の推進 

障がいの有無にかかわらず、乳幼児期から高齢期まで、生涯の各時期に応じた学習課題に関

する学習機会の充実を図るとともに、リカレント教育の推進に向け関係団体等と連携し、情報

発信等により支援します。そのために、既存の文化団体やサークル等の主体的な学習活動を支

援するだけでなく、新たな団体やサークルの育成に向けた環境づくりを推進します。 
また、宮代町立図書館では、幅広い層に対応した読書環境の整備、読書活動および関連サー

ビスの促進、質の高い蔵書構成の維持に取り組みます。 
 

（２）人権教育の推進 

宮代町人権教育推進協議会を中心に、町全体で人権教育を推進し、人権尊重意識の向上に努

めます。 

 

（３）郷土の伝統文化の継承と持続的な活用 

貴重な文化財を、適切に保護していくため、必要な調査体制を整備し、調査研究を進め、文

化財を保存します。 
また、住民が文化財に親しみ、郷土を誇りに思う心や郷土を愛する心を育むために、文化財

の積極的な活用を図ります。 
さらに、歴史や地域文化の発信を図るため、様々な文化財を活用した郷土学習を推進し、人

づくりや町のイメージアップにつながる歴史的・文化的発信の場となるよう、資料館事業を発

展させます。 
 

（４）地域スポーツの振興 

学校と地域における児童生徒の体育・スポーツ活動の充実とともに、生涯にわたる豊かなス

ポーツライフの実現を図ります。 
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また、障がいの有無にかかわらず、誰もが気軽にスポーツを楽しめる機会を提供します。 
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Ⅲ 教育振興基本計画 

 
１ 基本目標ごとの施策と取組 

２つの方針と５の基本目標のもとに、２０の施策と６８の取組を設定します。 

 

方針１ 未来を拓く、心豊かでたくましい児童生徒の育成 

基本目標１ 確かな学力と自立する力の育成 

施策（１） 一人一人のよさや可能性を伸ばし、個性を生かす教育の充実 

施策（２）伝統と文化を尊重し、国際性をはぐくむ教育の推進 

施策（３）社会の変化に柔軟に対応する学校教育の推進 

施策（４）特別支援教育の推進 

施策（５）教職員の資質向上 

施策（６）学習環境の整備・充実 

基本目標２ 健康で心豊かな児童生徒の育成 

施策（１）豊かな心をはぐくむ教育の推進 

施策（２）総合的な不登校対策・自殺防止対策の推進 

施策（３）健康・安全教育の推進 

施策（４）学校教育における人権教育の推進 

施策（５）学校給食の充実と食育の推進 

基本目標３ 地域に開かれた質の高い学校教育の推進 

施策（１）家庭・地域と連携した特色ある学校づくりの推進 

施策（２）大学等と連携した学校教育の推進 

施策（３）家庭・地域への情報発信の推進 

 

方針２ 町民の創意を生かした学びの場づくり 

基本目標４ 家庭・地域の教育力の向上 

施策（１）家庭の教育力の向上 

施策（２）青少年健全育成の推進 

基本目標５ 生涯学習とスポーツの振興 

施策（１）誰一人取り残さない生涯学習の推進 

施策（２）人権教育の推進 

施策（３）郷土の伝統文化の継承と持続的な活用 

施策（４）地域スポーツの振興 
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方針１ 未来を拓く、心豊かでたくましい児童生徒の育成 

 

基本目標１ 確かな学力と自立する力の育成 

 

【施策と取組】   

(１) 一人一人のよさや可能性を伸ばし、個性を生かす教育の充実 

【現状と課題】    

複雑で予測困難なこれからの時代においては、自ら課題を見付け、解決する力と困難を乗

り越える精神力、十分な知識・技能を養う必要があります。そのため、思考力・判断力・

表現力、主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度などを、発達の段階に応じて児童

生徒に育成していくことが必要です。 

宮代町の児童生徒の学力は、全国及び埼玉県平均より概ね高いものの、自己効力感等の非認

知能力に課題が残ります。学んだ知識や技能を活用するための思考力、判断力、表現力等を育

むとともに、子供たちに学習に対して目的意識や興味・関心を持たせ、学習意欲を向上させる

ことや、学級経営の質を高めること、非認知能力を高めることで確かな学力を身に付けさせる

ことが必要です。 

【方向性】    

○学習指導要領の確実な実施に努め、児童生徒に基礎的・基本的な知識・技能を習得させるこ

と、それらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力など主体的な学

習に取り組む態度を身に付けさせます。 
〇主体的・対話的で深い学びの実施に加え、学級経営の質を高めることで子供たちの非認知能

力・学習方略を向上させ、学力向上を図ります。 
〇教科横断的な学習をとおして、各教科等の学びを基盤としつつ、様々な情報を活用しながら

それを統合し、課題の発見・解決ができるよう支援します。 
○各種学習状況調査等を活用し、児童生徒の学習状況等を把握し、学校の課題改善に向けた取

組を支援します。 
○児童生徒一人一人のよさや可能性を伸ばすため、個に応じたきめ細やかな指導を推進します。 

 

【主な取組】 

ア 

授業改善と指導方法の工夫・改善 

・「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を行います。 

・新しい時代に求められる資質・能力や学習意欲を高めるため、学力向上推進委員会

や研修会等を充実させ、指導方法の工夫・改善に取り組みます。 

・宮代町教育委員会委嘱研究や年次別授業研究会等を実施して、教員の指導力向上を

図ります。 

・児童生徒が主体的に授業に参加し、より質の高い思考力・判断力・表現力等を育成

する学習活動を展開します。 

イ 

一人一台情報端末を活かした学びの推進 

・児童生徒一人一人が情報端末を活用することで、個別最適な学びと協働的な学びを

実現します。 
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・災害時においても情報端末等の ICT 機器を活用し、児童生徒の学びを止めることの

ないよう指導していきます。 

ウ 

学力学習状況調査等の結果の分析と活用 

・各種学習状況調査の結果の分析をもとに、各学校の課題や対策を明らかにし、各学

校の学力向上に向けた、指導方法の工夫・改善に活用します。 

エ 

少人数指導・習熟度別指導によるきめ細やかな指導の充実 

・児童生徒一人一人に応じたきめ細やかな指導のため、少人数指導や習熟度別指導、

補充的指導などによる「個に応じた指導」を進めます。 

・各小中学校に、町非常勤講師・特別支援教育サポーター・教育相談員などの町独自

の職員を配置し、きめ細やかな指導の充実を図ります。 

オ 

中学校区における特色ある小中一貫教育の推進 

・児童生徒の学びと育ちの連続性を重視した教育を展開することで、中１ギャップを

解消し、小中学校間の円滑な接続を図るため、中学校区ブロックでの小中一貫教育

を推進します。 
 

 

（２）伝統と文化を尊重し、国際性をはぐくむ教育の推進 

【現状と課題】    

宮代町では、子供たちがグローバル化に対応していく力、世界で活躍できる力を育むため、

小学校１年生から、外国語活動（英語）に取り組んでいます。また、各中学校区において『「郷

土の偉人島村盛助」を顕彰する英語活動発表会』を実施し、郷土の偉人について理解を深める

とともに、英語に対する興味関心を高めるように工夫をしています。国際社会を主体的に生き

る日本人を育成するためには、わが国の伝統や文化についての理解を深め、尊重する態度を育

むことが必要です。また、コミュニケーション能力を高め、他国を尊重し、その文化へも理解

を深め、尊重する態度を育むことも重要です。 

また、外国人児童生徒や諸事情により日本語の習得が充分でない児童生徒への日本語の指導

等、日本の生活に適応できる教育の充実が求められています。 
【方向性】    

○伝統と文化の理解を深め、尊重し、それらを育んできた我が国及び埼玉、宮代を愛する態度

を養います。 
○国際理解教育の推進と、小学校の「外国語活動」・中学校の「外国語教育」を充実し、グロ

ーバル化に対応できる児童生徒を育成します。 
○外国人児童生徒、日本語の習得が充分でない児童生徒への日本語指導など必要な支援を行い

ます。 

 

【主な取組】 

ア 

伝統と文化を尊重する教育の推進    

・宮代町郷土資料館や各芸能保存会等、地域の資源を活用しながら、我が国及び

埼玉、宮代町の伝統・文化に対する理解を深める学習を、総合的な学習の時間

等を活用し推進します。 
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・社会科副読本「みやしろ」を活用し、埼玉、宮代町の偉人や歴史、風土などに

関する教育を充実させます。 

イ 

外国語活動・英語教育の推進 

・外国語指導助手（ＡＬＴ）、英語指導補助員の配置による小学校外国語活動・英語

科の授業を充実させ、中学校英語授業へのスムーズな接続を図ります。 

・中学校における外国語指導助手（ＡＬＴ）と連携した外国語教育を推進します。 

・ＡＩを活用し、個に応じた英語学習を実施します。 

・異なる文化をもった人々と共生する資質・能力を養う教育を実施します。 

・外国語（英語）教育研修会等を実施し、全小中学校の英語教育の推進に努めます。 
・ボランティア等と協力し、外国籍の児童生徒への日本語指導を実施します。 

 

 

（３）社会の変化に柔軟に対応する学校教育の推進 

【現状と課題】    

Society 5.0時代を生きる子供たちにとって、教育におけるＩＣＴを基盤とした先端技術等の

効果的な活用が求められています。多様な子供たちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最

適化され、資質・能力が一層確実に育成できる教育環境を実現するため、児童生徒１人１台情

報端末を効果的に活用することで学習活動の一層の充実が求められています。 

また、今まで取り組んできた環境教育を更に充実させ、主体的に何をするべきかを「考え」・

「行動」できる、持続可能な社会の一員としての、児童生徒の育成が求められています。 
【方向性】    

○学校ＩＣＴ環境を充実させるとともに、児童生徒の問題発見・解決能力・情報活用能力を育

成します。 
〇誰一人取り残すことのない、個別最適化された学びの実現に向け、児童生徒１人１台情報端

末を効果的に活用し、創造性を育む教育の実現に取り組んでいきます。 

○持続可能な社会の一員としての意識を高める環境教育等を推進します。 
○みどりの学校ファームをはじめとする児童生徒の体験学習の推進をします。 

 

【主な取組】 

ア 

一人一台情報端末の積極的活用 

・子供や学校等の実態に応じ、各教科等の特質や学習過程を踏まえて、教材・教具や

学習ツールの一つとしてＩＣＴを積極的に活用し、主体的・対話的で深い学びの実

現に向けた授業改善に努めます。 
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イ 

情報教育の推進 

・コンピュータや情報通信ネットワークを活用した授業を推進し、児童生徒の情報活

用能力を高めます。 

・家庭と連携しながら情報社会のルール、情報モラルの育成に努めます。 

・学校ＩＣＴ環境の充実を図り、様々な場面で効果的な活用をめざします。 

・全ての教員がＩＣＴを活用した指導ができるよう、研修を充実させます。 

・小学校において、日本工業大学等と連携したプログラミング教育を推進します。 

ウ 

環境教育の推進 
・身近な地域の中での様々な体験活動をとおして、自然に対する豊かな感受性や生命

を尊重する精神、環境に関する関心等を育成します。 
・観察、実験を通して科学技術に関する興味を高め、環境に関する問題解決能力を育

成します。 
・地域の農業ボランティアと連携し、みどりの学校ファームの活動の充実に努めます。 
・「宮代江戸の日」を実施し、学校、家庭での環境を守る活動をより一層推進します。 
・社会科や理科、総合的な学習の時間等で、環境に関する学習の充実に努めます。 

 

 

（４）特別支援教育の推進 

【現状と課題】    

宮代町では、全小中学校に特別支援学級を、百間小学校に難聴・言語障害通級指導教室を設

置し、特別な教育的支援を必要とする子供たちへのきめ細やかな指導を実施しています。また、

「インクルーシブ教育システム」の構築に向けて、各校に特別支援教育コーディネーターを配

置し、校内体制の充実に努めています。 
特別支援教育巡回相談（サポートチーム巡回相談）を活用し、特別な教育的支援を必要とす

る児童生徒に対し、具体的な支援の方向性についてアドバイスをいただくことで学校を支援し

ています。さらに、保幼小中連携による一貫した教育ができるように就学支援委員会を設置し、

児童の就学支援の充実を図っています。今後は、発達障がいへの正しい理解を深め、多様な学

びの場の充実に取り組んでいくことが必要です。 
【方向性】  

○個に応じた支援ができるように、就学支援委員会の充実を図ります。 
○特別支援教育コーディネーターを中心として、各学校で特別な教育的支援を必要とする児童

生徒について、共通理解を図るとともに、支援体制の充実を図ります。 
○特別支援教育コーディネーターと学級担任、また、関係機関との連携を図り、特別な教育的

支援を必要とする児童生徒の教育的ニーズに応じた教育や相談活動を推進します｡ 
○特別支援学級、通級指導教室等の整備、充実を図ります。 
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【主な取組】 

ア 

適正な就学を目指した就学支援の充実 

・関係諸機関(福祉課、子育て支援課、特別支援学校)との連携を図り、町の就学支援

委員会の充実に努めます。 

・教育支援センターで適性検査を受けられるようにし、個々のニーズに応じて安心し

て学べる環境を整備します。 

イ 

特別支援教育体制の確立と交流及び共同学習の推進 

・各学校において、特別な教育的支援を必要とする児童生徒を早期に発見し、個別の

教育支援計画の作成など、支援体制の整備に取り組み、一人一人の教育的ニーズに

応じた教育に努めます。 

・宮代特別支援学校・春日部特別支援学校と小中学校の支援籍学習を推進します。 

ウ 

特別支援教育サポーターの効果的活用 

・特別支援教育サポーターを各小学校に配置し、特別な教育的支援を必要とする児童

に対しての適切な支援を行います。 

 

 

（５）教職員の資質向上 

【現状と課題】    

優れた指導力と使命感を兼ね備えた教職員の育成は、学校の教育力の向上にとって必須条件

です。様々な教育課題に対応するためにも、教職員研修を充実させ、資質・能力を向上させる

ことが不可欠です。そのために、一人一人のライフステージに応じた研修を実践するとともに、

その力を学校の活性化に生かすことが重要です。また、教職員は、授業など直接児童生徒と接

するだけでなく、事務的な業務など多岐にわたり多忙であるため、校務ＤＸの推進を通じて、

子供と向き合うための環境づくりを進める必要があります。さらに、教職員の心や身体の健康

の保持増進や、魅力ある優れた教職員の確保・資質能力の向上を進めることが必要となってい

ます。 
【方向性】 

○人事評価制度を活用し、教職員の人事管理や資質・能力の向上に取り組みます。 
○ライフステージに応じた教職員研修を高度化させ人材を育成します。 
○教職員のウェルビーイングの確保に努めます。 
○教職員の長時間勤務の縮減を図り、教職員が子供たちと向き合う時間を確保し、教育の質を

向上させます。 

 

【主な取組】 

ア 

人事評価制度の活用 

・人事評価制度を活用し、適切な目標設定による教職員の人事管理や資質・能力の向

上に取り組みます。 

イ 
教職員研修の充実 

・町教育委員会委嘱研究指定により、各校の校内研修の充実を図り教職員の指導力の
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向上を図ります。 
・計画的な授業研究会を設け、指導方法の工夫・改善に取り組みます。 
・町非常勤講師・特別支援教育サポーター・英語活動等非常勤講師等、町費負担の教

職員を配置し、個別に指導を要する児童生徒への対応など、一人一人の児童生徒に

対応した教育活動を推進します。 
・コンピュータや情報通信ネットワーク研修会を充実し、教職員のＩＣＴ活用能力の

向上を図ります。 

ウ 

教職員モラルの向上 

・服務の徹底を図り、信頼される教職員の育成に取り組みます。 
・各小中学校に設置されている倫理確立委員会の一層の活性化を図ります。 
・課題がある教員には、改善のための研修を行うなど、厳正に対応します。 

エ 

教職員の健康管理の充実 

・「教職員定期健康診断」の実施、「メンタルヘルス研修会」、「こころの健康講座」

への参加を推進します。 
・休暇の取得や福利厚生事業への積極的な参加を図ります。 
・教職員ストレスチェックを実施し、結果を活用します。 

オ 

学校における働き方改革の推進 
・「ノー会議デー」「ふれあいデー」の設定、研修及び会議の見直しによる縮減、宮

代町部活動方針作成・活用など、教職員の意識改革と活力向上を推進します。 
・ＩＣＴ化・ＤＸ化を推進し、業務改善を図ります。 

 

 

（６）学習環境の整備・充実 

【現状と課題】    

宮代町の学校施設の多くは建設後４０～５０年が経過し、老朽化が進んでいるため、施設・

設備の維持修繕の需要は年々増加しています。安心・安全で快適な学習環境を実現するために

適切な維持管理に努めるとともに、各教科等の特質に応じ、ＩＣＴを活用した新たな教材や学

習環境等を積極的に取り入れ、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図り、子供た

ちの学習意欲を向上させることが求められています。 
また、これら学校施設は、将来的な児童生徒数の減少や施設の老朽化に対応するため、宮代

町立小中学校適正配置計画に基づき、再整備を進めていくこととしています。 

【方向性】 

○ＩＣＴ機器をはじめとする教材・教具の整備を推進します。 
○学校図書館の整備を進め、蔵書の増強を目指します。 
○就学援助について周知し、支援体制を充実します。 

○宮代町立小中学校適正配置計画に基づき、小中学校の適正配置を進めていきます。 

 

【主な取組】 

ア 学校施設・設備の整備 
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・老朽化した学校施設の維持修繕と改修により環境改善に努めます。 

・施設・設備の定期的な安全点検を実施します。 

イ 

教材教具の整備と効果的な活用 

・児童生徒の学ぶ意欲を向上させ、わかりやすい授業を展開するために、ＩＣＴ機器

をはじめ、様々な教材教具を整備、充実させます。 
・教材教具の使用法についての研修を実施し、有効な活用法を広めます。 
・郷土資料館等、町の施設も有効な教材と捉え、体験的な活動等に連携して取り組ん

でいきます。 

ウ 

町立小中学校の適正配置 

・将来の児童生徒数の減少と学校施設の老朽化に対応した、学校施設の適正配置

を進めていきます。 

エ 
就学に対する支援 

・就学援助について周知し、経済的負担を軽減することで保護者を支援します。 
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基本目標２ 健康で心豊かな児童生徒の育成 

 

【施策と取組】   

（１）豊かな心をはぐぐむ教育の推進 

【現状と課題】    

家庭や地域の教育力の低下とともに、規範意識や人間関係の希薄化が指摘されています。こ

のような実態の中、子供たちに基本的な生活習慣を身に付けさせ、規範意識を高めるとともに、

自らを律しつつ、他者を思いやる心や感動する心などの豊かな人間性を育むため、家庭と連携

し、学校の教育活動全体を通した教育の推進が求められています。 
宮代町では、１１月１９日を「宮代道徳の日」と設定し町内全小中学校で道徳教育の充実に

取り組んでいます。これからも、子供たちの豊かな体験活動を充実させ自己肯定感や豊かな心

を育む必要があります。 
【方向性】  

○道徳教育推進教師を中心とした全校的な指導体制を整備し、学校の教育活動全体を通じて道

徳教育を推進します。 
○子供たちの豊かな人間性や社会性を育むため、体験活動を推進します。 
○子供たちの読書活動を推進します。 
○小学校段階からの教育活動全体を通じ、組織的で系統的な進路指導・キャリア教育の充実を

図ります。 

 

【主な取組】 

ア 

道徳教育の充実 

・埼玉県独自の道徳教材「彩の国の道徳」を利用するなど、小中学校において発

達段階に応じた道徳教育の取組を推進するとともに、家庭、地域、学校が連携

した道徳教育の充実を図ります。 

・道徳教育推進教師を中心とした指導体制づくりを進めます。 

・児童生徒に基本的な生活習慣や学習習慣を身に付けさせる取組を推進します。 

イ 

豊かな心を育む体験活動の推進 

・幼児とのふれあいを含む世代間交流、自然体験、職場体験、福祉体験等、体験

活動を推進します。 

・豊かな心を育むため、中学生の職場体験や学校周辺の農地などを活用した「学校フ

ァーム」の取組の充実を図ります。 

ウ 

読書活動の充実 

・学校図書館を充実させ、朝読書の推進など読書の楽しさや読書習慣を体得させる取

組を進めます。 
・子供の読書活動の充実を図るため、町立図書館司書による巡回やボランティア団体

との連携により、読み聞かせやブックトークなどに取り組み、読書に親しむ機会の

提供と環境の整備・充実に取り組みます。 
エ 進路指導・キャリア教育の推進 
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・キャリアパスポートを活用し、学習や生活の見通しを立て、学んだことを振り返り

ながら，新たな学習や生活への意欲につなげ、将来の生き方を考えることができる

ような取組を推進します。 

・児童生徒が明確な目的意識を持って主体的に自己の進路を選択できる能力を身に付

けられるよう、各機関との連携を図りながら、発達段階に応じた進路指導・キャリ

ア教育を推進します。 

・生徒がより適切で主体的な進路選択を実現できるよう、進路指導・進路相談を充実

させます。 

・各中学校において、地域の企業や施設などにおける職場体験を通して勤労観・職業

観を育成します。 

 

 

（２）総合的な不登校対策・自殺防止対策の推進 

【現状と課題】    

子供たちの周りで起こっている不登校・問題行動の原因の一つとして規範意識や人間関係の

希薄化が指摘されています。これらの課題解決に向け、学校・家庭・地域が子供たちの状況を

よく見極め、家庭と連携して、一貫性を持った適切な対応の中で、「豊かな心」の育成が求め

られます。 
また、「小１プロブレム」や「中１ギャップ」、「学級がうまく機能しない状況」などへの

対応も課題となっています。そのため、毎月の長期欠席調査や学校訪問をとおして、早期発見・

早期対応の取組が必要です。 

【方向性】  

○学校や家庭での問題行動や不登校の未然防止・早期発見・早期対応に向けた取組を行うとと

もに、関係機関と連携した教育相談活動等、組織的な対応を推進します。 
○宮代町教育支援センターの機能を充実させ、学校と関係機関等と連携を図る中で、不登校児

童生徒の社会的自立へ向けた支援を充実します。 
〇校内教育支援センター等の設置、充実を図ります。 
○各小中学校の校内指導体制を確立し、教育活動の充実をとおして、児童生徒が学校に居場所

があると感じられるような生徒指導を推進します。 
〇個々の不登校児童生徒の状況に応じた教育機会の確保に努めます。 

〇児童生徒が困難な状況に直面した際に適切な援助を求められるよう努めます。 

 

【主な取組】 

ア 

教育相談体制の充実、教育支援センターの活用 

・中学校に不登校対策学習支援員・さわやか相談員・ボランティア相談員を配置し、

小中学校の連携を図りながら、教育相談体制を整備します。 
・ＳＳＷ、ＳＣ、教育相談員、心理士を配置し、学校、保護者、関係機関との連携を

図れるように活用に取り組みます。 
・教職員や児童生徒の交流により、保幼小中の連携を密にし、小中一貫教育を推進し、

円滑な接続を図り、「小１プロブレム」や「中１ギャップ」等の解消に向けて取り
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組みます。 
・個別の事情で、教室で学習できない児童生徒に対し、教育支援センターや校内教育

支援センターを活用し、学習支援等の機会確保を推進します。 

イ 

不登校対策の推進  

・町非常勤講師として不登校対策学習支援員を各中学校に 1 名配置します。 
・COCOLO プラン等を活用し、誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対

策を推進します。 
・小中学校の連携を推進し、不登校の児童生徒の解消を目指します。 
・宮代町いじめ・不登校対策連絡会議を実施し、各校の課題や成果ある取組について

の共有化を図ります。 

ウ 

自殺防止対策の推進 
・児童生徒が困難な状況に直面した際に適切な援助を求められるように、ストレスへ

の対処方法を身に付けるための教育や、心の健康の保持に係る教育を推進します。 
・児童生徒の小さな変化を見逃すことがないよう見守り、心配な状況がある場合には、

適切な支援を行います。 
 

 

（３）健康・安全教育の推進 

【現状と課題】    

新体力テストの結果では、学校体育・部活動・家庭との連携の成果もあり、県平均と比べ、

宮代町の子供たちの体力はおおむね良好といえます。しかし、一方では毎朝朝食を食べないな

ど、一部の子供たちの生活習慣の乱れが見られます。また、性に関する問題行動、薬物乱用防

止など生徒指導上の問題とも関連した現代的な課題にも取り組んでいくことが求められていま

す。 
安全教育に関しては、近年の異常気象等を踏まえ、大規模な災害が発生した場合の、各小中

学校の防災計画の見直し、様々な自然災害や火災などの場面に応じて、避難経路や家庭への連

絡体制、通学路の安全確認などの緊急時の対応マニュアルの見直しを行っています。また、通

常の学校生活の中では、施設設備について定期的日常的また臨時的に安全点検を実施し、事故

防止に努めています。登下校時は、スクールガード・リーダーや学校応援団、交通指導員の方

等地域・保護者のみなさんと学校が連携し、児童生徒の安全を見守っています。 
今後、学校においては、学校保健安全計画に基づき、校内の指導体制の見直しが求められま

す。集団生活の中での予防しうる対策、感染症が発生した時の二次感染を最小限に抑える対策

を速やかに講じることが重要です。また、「自分の身は自分で守る」という言葉のとおり、児

童生徒自身の危機対応能力の基礎を培うことが重要です。 
【方向性】  

○学校において、体力と運動技能を高める授業の充実を図ります。 

○新体力テストの実施と活用を推進します。 

○学校を核に、家庭や地域と連携しながら、体力向上に取り組みます。 
○性に関する問題行動や薬物の乱用の防止など、学校、家庭、地域の医療機関をはじめとする

関係機関が連携して、学校保健に関する現代的課題に対応する保健教育・保健管理を推進し
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ます。 
○危機管理体制の整備・充実を図ります。 
○｢自分の身は自分で守る｣という危機対応能力の基礎を培う安全教育を充実します。 
〇感染症の発生や蔓延は、集団教育の場では児童生徒に与える健康上、また教育上の影響が大

きなことから、予防の徹底に努めます。 
〇災害時の対応とあわせて、災害後の児童生徒の心のケアにも努めます。 
○関係諸機関との連携と、地域ぐるみで安全確保に努めます。 

 

 

【主な取組】 

ア 

交通安全教育の推進 

・児童生徒の安心・安全を確保するため、学校安全教育に関する計画を作成し、適切

に実施します。 
・児童の交通安全を確保するために、交通安全教室及び子ども自転車運転実技試験を

実施し、交通安全教育を推進します。 

イ 

防災教育の推進 

・防災マニュアル・危機管理マニュアル等を活用した防災教育の実施により、危機対

応能力の基礎が身に付けられるように努めます。 
・児童生徒に危機対応能力の基礎を身に付けさせるため、緊急地震速報を用いた避難

訓練の実施を推進します。 

ウ 

防犯教育の推進 

・児童生徒の防犯教育を進めるとともに、家庭への普及啓発や、スクールガード・リ

ーダーの配置、学校安全ボランティア活動の充実などにより、地域ぐるみの学校安

全体制の整備を推進します。 

エ 

体力向上を図る活動の充実 

・新体力テストの分析を確実に行い、授業や体力向上への取組の中で活用を図ります。 

・児童生徒一人一人の「体力」向上目標値を設定し、授業や体育的活動・運動部活動

の充実、家庭との連携に取り組みます。 

・宮代町小中学校体力向上推進委員会の成果を町内の学校に広めます。 

オ 

学校保健の充実 

・学校保健安全計画を作成し、学校保健委員会を中心に家庭・地域・関係機関との連

携を図りながら、児童生徒の基本的な生活習慣の定着や、保健教育・保健管理の充

実に取り組みなど学校保健活動を推進します。 

・児童生徒や教職員が、感染の仕方を理解し、その病気の治療や予防について正しい

知識を身に付けられるよう取組を徹底します。 

・子供たちが性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないように、生命（いのち）の

安全教育を推進します。 

・災害後の児童生徒の心のケアにも取り組みます。 
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（４）学校教育における人権教育の推進 

【現状と課題】    

人間関係の希薄化や大人社会のモラルの低下、家庭・地域の教育力の低下などに伴い、様々

な偏見や差別、いじめ、虐待など、人権に係る問題が発生しています。  
同和問題をはじめとする、男女共同参画の視点に立った教育、性的マイノリティ、高齢者や

障がい者、インターネットによる人権侵害など様々な人権課題は、他人の人格や尊厳を傷つけ

るものであり、決して許されないものです。また、差別を解消することを目的に、「部落差別

解消法（部落差別の解消の推進に関する法律）」、「障害者差別解消法（障害を理由とする差別の

解消の推進に関する法律）」、「ヘイトスピーチ解消法（本邦外出身者に対する不当な差別的言動

の解消に向けた取組の推進に関する法律）」が施行されました。 
このような中、子供の発達段階に応じて、人権に関する正しい知識を身に付けさせるととも

に、人権への配慮が態度や行動に自然に現れるような人権感覚を身に付けさせることが大切で

す。また、いじめは人権侵害であり、教員や保護者は子供たちの状況をよく見極め、実態を把

握し、いじめ防止や早期発見・早期対応に努める必要があります。 
【方向性】 

○各学校において、教育活動全体を通じて、人権や人権擁護に関する基本的な知識を確実に学

び、豊かな人権感覚を育成できる教育活動を行います。 

○教職員が、人権に関する正しい理解と認識をもって、人権教育を推進します。 

○関係機関と連携しながら、児童虐待の早期発見・早期対応に努めます。 

○いじめの未然防止、早期発見・早期対応に向けた組織的な取組を進めます。 

 

【主な取組】 

ア 

人権教育推進体制の充実 

・宮代町人権教育推進協議会の活動と連携し、宮代町内全小中学校へ、人権作文・人

権標語・人権ポスター等の募集を通して、児童生徒の人権意識を高めます。 
・人権教育に関する研修会を計画的に実施し、教職員の人権感覚の向上を図ります。 

イ 

人権教育の指導内容、指導方法の工夫・改善 

・児童生徒の豊かな心や人権感覚を育むため、「宮代道徳の日」を設定し、年間をと

おして、体験活動や参加体験型の学習を取り入れた、「人権感覚育成プログラム」

（埼玉県教育委員会）の普及を図ります。 
・人権教育ファシリテーターや人権教育主任を対象にした研修会を各関係機関と連携

して実施し、各小中学校の人権教育を推進します。 
・同和問題をはじめ、男女共同参画の視点に立った教育、性的マイノリティ、高齢者

や障がい者、インターネットによる人権侵害など様々な人権課題に対応した指導の

充実を図ります。 
・教職員の研修を充実し、児童虐待防止教育に取り組み、関係機関と連携しながら、

児童虐待の早期発見・早期対応に努めます。 

・ヤングケアラーの早期発見に努め、関係機関等と連携し支援します。 

ウ いじめ防止対策の推進 
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・いじめ防止対策推進法等の内容の周知徹底を図り、「いじめに関する保護者アンケ

ート｣、「生活アンケート」の実施などを通して、人権感覚の育成及びいじめの防止

や早期発見・早期対応に努め、いじめ問題の解消を目指します。 

・思いやりや共感性、自己理解力や課題解決力等を育成します。 

・生徒指導提要を活用し、教職員間や学校間で共通理解を図り、組織的・体系的な取

組を進めることができるように努めます。 

・宮代町いじめ防止基本方針に従い、各校でいじめ防止基本方針を作成するとともに、

ホームページに掲載することで、いじめ防止に努めます。 

 

 

（５）学校給食の充実と食育の推進 

【現状と課題】    

学校給食は、栄養バランスの取れた食事をとおして自ら健康を管理していく力を身に付ける

場でもあり、学校生活に潤いを与えるとともに友達や先生とのコミュニケーションを深めるた

めにも重要な役割を果たしています。また、食を通じて郷土理解や食文化に触れ、自然の恵み

や勤労の大切さなどを理解し、「食育」を実践する機会です。安心・安全な学校給食の提供の

ために、調理場の衛生管理、安心・安全な食材の確保、食物アレルギーへの対応など十分に配

慮が求められます。 
 学校給食センターの老朽化が進行しているため、修繕等による適正な維持管理や将来的な更

新の検討が求められます。 
【方向性】 

○安心・安全でおいしい給食を提供するために使用食材の安全確保、食品衛生管理の徹底、新

鮮な地場産物や旬の食材の導入に努めます。 
○栄養のバランスがとれた魅力ある給食を目指し、献立の工夫や改善を図り喫食率の向上に努

めます。 
○学校給食を通じて、配膳、食事中のマナー、後片付けなどの生活習慣の習得を図ります。 
○学校給食を通じて食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身に付け、生涯にわたり心身の

健康を保持・増進することができるよう食育の推進に努めます。 
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【主な取組】 

ア 

学校給食の充実 

・献立の充実により栄養のバランスがとれた給食を提供し、児童生徒の健康増進や体

力の向上を目指します。 
・新鮮で安全な地場産物や四季折々の旬の食材を積極的に導入します。 
・食物アレルギーのある児童生徒に対して、個別面談等を実施するなどして、保護者

との連携を図って対応します。 

・安心・安全な給食を提供するため、食材の充実や施設の衛生検査の実施等により一

層の衛生管理に努めます。 

・新たな生活様式に基づく消毒の徹底や学校給食のルールを順守することで、感染症

の予防に努めます。 

イ 

食育の推進 

・児童生徒に望ましい食習慣を身に付けさせるため、学校と家庭が連携し、朝食欠食

の解消に取り組みます。 

・学校における食育の推進者の指導力を向上させるため、研修を充実します。 

・学校給食における地場産物の活用を推進し、食に対する理解・関心を高めます。 

・心身の成長や健康保持増進のため、食に対する正しい知識を身に付けるため、栄養

指導に取り組みます。 
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基本目標３ 地域に開かれた質の高い学校教育の推進 

 

【施策と取組】   

（１）家庭・地域と連携した特色ある学校づくりの推進 

【現状と課題】    

子供たちへの教育を地域の豊かなつながりの中で推進するためには、地域の教育力を学校へ

取り込むとともに、地域の拠点として学校が積極的に地域や家庭に働きかけることが重要です。

そのために、コミュニティ・スクールを設置するとともに、学校応援団の取組を推進し、児童

生徒の健全育成を図るために地域に開かれた特色ある学校づくりに努める必要があります。ま

た、子供たちがスポーツ・文化活動に継続して親しむことができる機会を、学校、地域が連携

して確保することが重要です。 

これらの取組により、学校の教育力が高められるとともに、家族や地域の絆が深められるこ

とが期待されます。 
【方向性】 

○学校・家庭・地域・行政の連携・協働体制を構築し、地域の教育力の向上を図るとともに、

地域に信頼される学校づくりを推進します。 

○学校応援団コーディネーター連絡協議会を開催し、「学校応援団」の支援内容の充実と支援

体制の強化を図り、学校・家庭・地域が一体となった教育を推進します。 

○ＰＴＡ活動等を充実させ、学校と保護者・地域との連携を深め、宮代町の児童生徒のための

教育支援体制を整備します。 
〇学校と地域の連携・協働により、子供たちが将来にわたって多様な活動ができるための取組

を推進します。 

 

【主な取組】 

ア 

コミュニティ・スクール設置の推進とその充実 

・学校と地域が連携・協働して未来を担う子供たちを育むとともに、小・中学校区に

おける自立した地域社会の基盤の構築を図る「学校を核とした地域づくり」を行う

ために、コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）を導入し、学校が地域住

民等と一体となって特色ある学校づくりを推進します。 

イ 

学校応援団の推進 

・学校における学習活動、安全確保、環境整備などのボランティアとして保護者や地

域の方々の参加を積極的に進め、学校・家庭・地域が一体となった児童生徒の育成

を推進します。 

ウ 

家庭・地域と連携した学校の安全対策の推進 

・スクールガード・リーダーや学校応援団との連携を密にし、児童生徒の安全な登下

校及び地域での防犯や交通事故防止に努めます。 

エ 学校部活動地域展開の推進 
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・協議会の設置等、学校部活動の地域展開を推進します。 

・多様なニーズに合った活動機会を充実させ、将来にわたり生徒がスポーツ・文化芸

術活動に親しむ機会を確保します。 
 

 

（２）大学等と連携した学校教育の推進 

【現状と課題】    

これからの時代は、個人が豊かに生き、自立するだけではなく、社会を構成する人々や組織

が互いに協働しながら様々な問題を解決していかなくてはなりません。そのような時代を担う

子供たちが心豊かでたくましく成長するためには、子供の頃から、社会や人々と関わり、多様

な経験をすることが必要です。地域には多様な人的・物的資源があり、子供たちは、地域の大

人との日常的なふれあいや様々な経験を通じて、社会性なども身に付けることができます。 

【方向性】 

○大学等と連携して、児童生徒の主体的に学ぶ態度を育成します。 
○コミュニケーション能力、問題発見・解決能力、情報活用能力を育成します。 
○子供たちの科学技術や理科・数学、ものづくりに対する興味・関心を高め、基礎的素養や論

理的・科学的に考える力を育成します。 

【主な取組】 

ア 

サイエンスプロジェクトの推進 

・日本工業大学と連携を図り、観察や実験などを通して、実社会や実生活との関連に

ついての指導を充実し、科学技術や理科、ものづくりに対する子供たちの関心を高

めます。 

イ 
プログラミング教育の充実（再掲） 

・小学校において、日本工業大学等と連携したプログラミング教育を推進します。 

 

 

（３）家庭・地域への情報発信の推進 

【現状と課題】    

子供たちへの教育を地域の豊かなつながりの中で推進するためには、地域の教育力を学校へ

取り込むとともに、地域の拠点として学校が積極的に地域や家庭に働きかけることが重要です。

また、地域や児童生徒・保護者の信頼と期待に応える学校づくりを行うためには、学校が自ら

の学校運営や教育活動を評価・公表し、それに基づく改善を進めることが重要です。 

【方向性】 

○「彩の国教育の日」における取組の推進などにより、学校をより開かれたものにするととも

に、学校・地域・保護者・児童生徒の実態に応じた特色ある学校づくりに努めます。 

○学校評価の結果を公表し、学校運営や教育活動を改善します。 

【主な取組】 

ア 

学校教育情報の積極的な発信 

・日々の教育活動を学校だよりやホームページ等で保護者や住民に積極的に公開し、

学校教育に対する住民の関心を高め、理解を深めます。 
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・「彩の国教育の日」及び「彩の国教育週間」を利用した取組や土曜授業参観を実施

し、保護者、地域へ開かれた学校づくりに努めます。 

イ 

学校評価の充実 

・学校評価を活用し、学校や地域等の実態を的確にとらえ、特色ある学校づくりを推

進します。 
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方針２ 町民の創意を生かした学びの場づくり 

 

基本目標４ 家庭・地域の教育力の向上 

 

【施策と取組】   

（１）家庭の教育力の向上 

【現状と課題】     

家族形態の変化、価値観やライフスタイルの多様化等により、家庭を取り巻く環境が変化す

る中、子育てに不安を持つ保護者が増えつつあります。 
家庭は、子供たちの自己肯定感を育成するとともに、生活習慣や倫理観、自立心や自制心を

身につける上で大きな役割を担っていることから、子育て中の親やこれから親になる世代への

家庭教育に関する親への支援が重要となります。 
また、地域の子育て支援については、関係機関が連携しながら、それぞれの役割を果たすこ

とが求められています。 
【方向性】 

〇家庭の教育力を高めるため、「家庭教育学級」、「親の学習」等の事業を推進します。 
○住民ボランティアの育成と活用を進め、地域の教育力を高めます。 

【主な取組】 

ア 

家庭教育事業の推進 

・保護者の家庭における本来の役割（子供の社会性の育成など）が果たせるよう、子

育て支援における関係機関と連携して、子育てについて学習する機会を充実させま

す。 
・家庭教育アドバイザー等の活用により、家庭教育学級、家庭教育講座、親の学習に

関する基礎学習機会を提供します。 

イ 

家庭教育への支援 

・関係機関と連携して、町の豊かな自然や各施設などを活用し、児童生徒の体験

活動の機会を提供します。 

・教育の機会均等及び人材育成を図るため、高等学校や大学等の高等教育を受け

るために必要な経済的な支援を行います。 
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（２）青少年健全育成の推進 

【現状と課題】    

少子高齢化・核家族化、共働き家庭の増加等に伴い、青少年を取り巻く環境では、コミュニ

ケーション不足や人間関係の希薄化が進んでいます。 
また、スマートフォンをはじめとした情報ネットワーク環境の進展に伴い、インターネット

メディア上の有害情報への安易なアクセスが可能となり、予測できないような事件や事故に巻

き込まれる危険を含んでいます。 
このような課題に地域全体で取り組み、解決に向けて、人と人との絆を深め、次世代を担う

青少年の健全育成支援や青少年育成関係団体の活動の活性化が必要です。 
【方向性】 

〇青少年にとって安心・安全な環境づくりを進めます。 
○様々な青少年の活動を推進し、豊かで健やかな青少年を育成します。 
○放課後や週末の子供の居場所づくりを推進します。 
○青少年関係団体等の活動促進と支援を行います。 
 
【主な取組】 

ア 

青少年が健やかに成長できる環境づくりの推進 

・青少年の非行防止や有害図書などの有害環境の浄化を図るため、青少年育成推

進員を中心として、パトロールや有害図書の区分陳列状況巡回確認活動を実施

します。 
・インターネット上の危険性について、青少年や保護者に対する啓発活動等を実

施します。 

イ 

青少年体験活動の推進 

・町内の施設や近隣の大学との連携のもと、「子ども大学みやしろ」や「郷土か

るた大会」などを通した学習機会を創出します。 
・関係機関と連携し、子供たちが放課後に安心して活動できる場の確保に努め、

地域住民との交流活動や勉強、スポーツ・文化芸術活動等に取り組むことがで

きる環境づくりに努めます。 

ウ 

育成団体との連携・支援 
・青少年の自主性を伸ばし、協調性、社会性を育むことができるよう、青少年健

全育成に関わる活動の支援をしていきます。 
（青少年相談員、青少年育成推進員、ジュニアリーダー、ボーイスカウトなど。） 

 
 
 

 

 

 

 



33 
 

 

基本目標５ 生涯学習とスポーツの振興 

 

【施策と取組】 

（１）誰一人取り残さない生涯学習の推進 

【現状と課題】    

宮代町では、一人一人が世代を超えて互いに交流しながら、各々の生きがいを共に創り、高

め合う地域共生社会を目指し、多様な学習機会の提供に取り組んでいます。今後も、全ての人々

のウェルビーイングの実現のため、住民の主体的な学習への取組を尊重しながら、学習環境の

拡充に努めていく必要があります。 
また、宮代町立図書館は、指定管理者制度を活用し、効果的かつ効率的に、各種サービスを

展開しています。インターネット等の普及による「活字離れ」「読書離れ」が危惧されている

中で、「利用したい」「利用しやすい」と思われるような読書環境を整備し、図書館サービス

の充実に努めていく必要があります。 
【方向性】 

〇文化団体やサークル等の主体的な学習活動を支援するとともに、新たな発表機会の提供など、

住民の文化芸術活動への参加を促進していきます。 
○人生１００年時代において、乳幼児期から高齢期まで生涯の各時期に応じた学習課題に関す

る学習機会の充実を図るとともに、社会の激しい変化に対応した社会教育プログラムの提供

に努めます。 
〇障がい者が豊かな人生を送ることができるよう、生涯を通じた学習機会の提供を図ります。 
○生涯学習に係る各行政部局及び他機関と連携し、各分野の基本計画等に基づき、学習機会の

充実を図ります。 
○宮代町立図書館では、幅広い方々に対応した読書環境の整備、読書活動及び関連サービスの

促進、質の高い蔵書構成の維持に取り組み、第２次図書館ビジョンの実現に取り組みます。 
 

【主な取組】 

ア 

生涯学習機会の充実 

・住民の学習ニーズに即した事業の展開を図るとともに、新たな担い手への支援など、

人材の確保に努めます。 
・乳幼児期から高齢期までの生涯の各時期に切れ目なく応じた、現代的・社会的課題

に対する学習機会の充実を図ります。 
・ＮＰОや大学研究機関などの専門的知識・技術を活用しつつ、リカレント教育の充

実につながる社会教育プログラムの提供を図ります。 
・社会教育関係団体（文化団体、ＰТＡ、ボーイスカウトなど）等との連携と支援を

推進します。 
・日本工業大学との連携協力に関する包括的協定をもとに、各種の生涯学習講座を実

施していきます。 
・高齢者の社会参加や学習機会を充実するため、「みやしろ大学」の拡充と活用を促

進します。 
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イ 

公民館活動の支援 

・公民館活動や団体サークル活動が、地域社会の一員としての役割を担い、地域課題

の解決につながるとともに、住民相互の学び合い・交流を促進するよう支援してい

きます。 
・公民館の施設や設備の日常的なメンテナンスに加え、計画的な改修整備に取り組み、

利用環境の向上を図ります。 
・消防機関等の協力を得て、避難訓練を実施するとともに、対応マニュアルを整備更

新することにより、防災関連施策との連携を推進します。 

ウ 

図書館活動の充実 

・乳幼児から高齢者に至るまで多様なニーズに応えることできる蔵書構築、どこでも

読書を楽しめる電子図書の充実など、生涯を通じて利用できる図書館を目指します。 
・利用者が必要な資料や情報を効率的に得ることができるよう職員のレファレンス能

力の向上を図ります。 
・家庭における読書推進として、ブックスタート（４か月児）、みやしろ らんどせる

ブック（小学校１年生）のほか、未就学児のためのおはなし会や小中学生を対象と

した調べる学習コンクールなどにより、親子で読書に親しめる環境づくりに努めま

す。 
・小中学校への司書巡回や町立図書館のサーバーで学校の蔵書データの管理・蔵書支

援を行うなど、学校図書館の運営を支援します。 
・ボランティア養成講座、読み聞かせ講座を実施し、読書協力ボランティアを養成す

ると共に、継続的な支援により、技術の向上と活動の場を提供します。 
・子供の読書環境を充実させるため、小中学校だけでなく、保育園や学童保育所、教

育支援センターなどへの配本の充実に努め、町立図書館の蔵書の有効活用を図ると

ともに、子供の読書活動を支援します。 
・電子図書館の利用促進や SNS を活用した図書貸し出しの利便性向上を図り、デジ

タル化社会に対応します。 
・聞こえが不自由であることを自ら表すことができる耳マークを設置するとともに、

コミュニケーションボードや筆談ボードを活用します。 
・拡大鏡を設置するとともに、幅広い分野における大活字図書の拡充に努めます。 

エ 

文化芸術活動の振興 

・みやしろ芸術祭等の開催を通じ、身近な文化芸術活動の発表の場を提供し、文化芸

術活動に親しむ人々の輪を広げます。 
・住民による主体的な文化芸術団体や若手アーティスト等の取組に協力し、支援しま

す。 
・既存施設などを活用して、気軽に美術作品の展示や小さな演奏会ができる場づくり

を支援します。 
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（２）人権教育の推進 

【現状と課題】    

宮代町では、これまでも様々な人権問題の解決に向けた啓発や教育を推進し、人権意識の高

揚を図ってきました。 
しかしながら、現代社会においては、人間関係の希薄化や規範意識の低下、家庭・地域の教

育力の低下などに伴い、様々な人権問題が存在しています。また、インターネットによる誹謗

中傷、性的マイノリティや外国人に対する偏見など、新たな人権侵害も発生しています。 
これらの課題に対して、誰一人取り残されず、多様な個人それぞれが幸せや生きがいを感じ

られる共生社会の実現に向けて、人権問題を正しく理解し、人権感覚を身につけ、様々な人権

問題を解決するための取組を推進する必要があります。 
今後もさらなる人権意識の高揚に向けて、変化する住民ニーズをふまえ、住民にわかりやす

く継続的かつ柔軟に人権教育を推進していくことが求められています。 
【方向性】 

○宮代町人権教育推進協議会を中心に町全体で人権教育を推進します。 
○地域社会や職域における人権教育を推進します。 
○啓発活動に取り組み、人権尊重意識の向上に努めます。 

 

【主な取組】 

ア 

地域社会や職域における人権教育の推進 

・宮代町人権教育推進協議会を中心に様々な人権問題に関する研修会を開催します。 
・ＰＴＡ、高齢者の団体、社会教育関係団体、町教職員、町職員及び町内企業等を対

象とした研修会を開催するとともに、研修機会の提供（啓発資料の提供、指導者の

派遣）に努めます。 
・近隣市町と連携した人権問題への取組等を通じ、地域住民の人権意識の向上と正し

い理解を図ります。 

イ 

人権啓発資料の充実 

・町内小中学校児童生徒による人権をテーマにした作文・標語・ポスターを募集し、

応募作品を人権文集「あおぞら」や啓発用品に掲載し、身近な人権啓発を図ります。 
・人権啓発資料を活用し、広く人権啓発に努めます。 

ウ 
人権教育指導者の育成 

・各種講習会・研修を通じて指導者の養成に努めます。 
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（３）郷土の伝統文化の継承と持続的な活用 

【現状と課題】    
文化財は、地域の歴史・文化などを正しく理解する上で欠くことのできないものであり、将

来の発展・向上への礎となるものです。そして、先人から受け継いだ文化財を将来にわたり保

護していくために、その価値を明らかにし、保存及び活用を積極的に進めていく必要がありま

す。 
郷土資料館は、宮代町の歴史、民俗、文化に関する資料の収集、保存、調査及び研究を行う

とともに、これらの活用を図り、町民の郷土愛と文化の向上に寄与するために設置された施設

です。郷土資料館では本館のほかに、いずれも町指定文化財である旧加藤家住宅、旧斎藤家住

宅、旧進修館が保存・公開されています。これらの施設を有効に活用し、生涯学習の発展のた

めの一翼を担う学習施設となるべく、資料館活動を充実させることが必要となります。 
 

【方向性】 

○貴重な文化財を適切に保護していくために必要な調査体制の整備に努め、調査研究を進める

とともに、必要に応じた再評価に取り組みます。 
○開発事業との調整を図りつつ、遺跡の保護に努め、住民が文化財に親しみ、郷土を誇りに思

う心や郷土を愛する心を育むために、文化財の積極的な活用を図ります。 
○歴史や地域文化の発信を図るため、様々な文化財を活用した郷土学習を推進します。 
○町民の地域アイデンティティの確立や地域に誇りを持ち、町を大切にする人づくりや町のイ

メージアップにつながる歴史的・文化的発信の場となるよう資料館事業を発展させます。 

  

【主な取組】 

ア 

文化財保護の推進 

・宮代町の歴史・伝統・文化を理解するため、研究を行うとともに、研究成果の発信

と提供を推進します。 
・文化財保護委員会の意見をもとに、重要な資料は町指定文化財として保護します。 
・文化財巡りや文化財見学会等を実施し、文化財や自然･風土に直接触れる機会を拡充

します。 
・未指定文化財についても、調査・研究に基づき保護を図るとともに、広く情報発信

します。 

イ 

遺跡の保護と調査研究の推進 

・開発に伴う遺跡範囲確認調査の充実を図ります。 
・開発により失われてしまう埋蔵文化財の記録保存調査（発掘調査）に取り組みます。 
・発掘調査報告書を刊行し、調査成果を公表します。 
・普及啓発用パンフレット等を充実させ、遺跡の周知を図ります。 

ウ 

文化財の活用と郷土学習の推進 

・文化財を生かした地域づくりに資するため、文化財保護法に基づいた文化財保存活

用地域計画の策定に取り組みます。 
・文化財のＰＲを兼ねた文化財案内板や散策マップ等の刊行を推進し、見学者への利

便性向上に努めます。 
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・郷土史講座や歴史ウォーク等、文化財を活用した郷土学習事業を推進します。 
・伝統的な行事や先人の知恵を伝える体験学習を推進します。 

エ 

資料館活動の充実 

・調査研究した成果をもとに、特別展・企画展を実施します。 
・旧加藤家住宅を中心として、当時の生活様式の特徴を生かした事業展開を図ります。 
・資料館での社会科見学や学校への出前授業など、資料館と学校の連携を充実させま

す。 
・資料館のリーフレットやパンフレット等を刊行し、積極的な啓発をします。 
・島村盛助をはじめとする郷土の偉人の調査・研究を進め、その成果を展示等により紹介

します。 

 

 

（４）地域スポーツの振興 

【現状と課題】    

近年、運動不足による生活習慣病、対人関係や仕事等による精神的なストレスの増加、社会

の高齢化に伴う高齢者の介護予防や健康寿命の延伸が大きな課題となっています。 
これらを解決する上で、スポーツは、体を動かす喜びや心身の健全な発達によって精神的な

充実感を得ることができるとともに、健康や体力の増進や生活習慣病の予防などの効果をもた

らします。さらに、スポーツは、人・地域間の交流を促進し、地域の連帯感の醸成を促進しま

す。 
心身の健康の増進と体力の向上、共生社会の実現に向けた地域づくりのために、ライフスタ

イル・ライフステージに応じた多彩なスポーツの機会の充実が求められています。 
【方向性】 

○学校と地域における児童生徒の体育・スポーツ活動の充実を図ります。 
○生涯にわたるスポーツ活動を推進します。 
○豊かで多彩なスポーツライフを支える環境づくりを進めます。 

 

【主な取組】 

ア 

生涯スポーツ・レクリエーション活動の推進 

・多様化する住民のスポーツ活動やニーズに対応した各種の教室・イベント等の充実

に努めます。 
・スポーツのきっかけづくりとして、だれでも気軽に参加できる機会の提供に努めま

す。 
・地域や時代のニーズに即したスポーツフェスティバル等の開催に取り組みます。 

イ 

誰もが気軽に参加できる健康づくり・体力づくり活動の推進 

・住民のスポーツ活動を促進するため、スポーツ協会、スポーツ推進委員、スポーツ

団体等と連携し、推進体制の強化を図ります。 
・総合運動公園では、指定管理者との連携により、自主事業等の充実を図り、あらゆ

る世代に対応した事業展開を推進します。 
・スポーツ少年団等の活動を支援し、スポーツを通じて青少年の健全育成を図ります。 
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・学校・スポーツ団体との連携を図り、年少者スキー教室等による児童生徒のスポー

ツ活動の充実を図ります。 
・心身の健康増進と健康長寿のため、性別や年齢、障がいの有無等に応じたスポーツ

の習慣化の促進を図り、共生社会の実現に努めます。 
・身近にスポーツに親しむことができるよう、住民が主体的に運営する総合型地域ス

ポーツクラブの支援に努めます。 

ウ 

スポーツ施設の運営と利用促進 

・スポーツ活動を推進するため、既存施設の維持管理に努めるとともに、計画的な改

修整備に取り組み、利用環境の向上を図ります。 
・総合運動公園では、指定管理者に管理運営の充実と積極的なスポーツ事業の展開を

促し、民間のノウハウを生かした質の高いサービスの提供を図ります。 
・スポーツ関係団体との連携による情報提供に努めます。 

エ 

学校体育施設の利用促進 

・身近なスポーツ・レクリエーション活動の場として、学校体育施設の利用促進や有

効活用など、さらなる効率的運営に努めます。 

オ 

スポーツ指導者の養成と団体支援 

・スポーツ推進委員の資質向上と活性化に努めます。 
・協働パートナーとしてのスポーツ協会等との連携を強化し、スポーツを通じて町の

活性化を図ります。 
・生涯スポーツと学校スポーツの連携を深め、スポーツ団体等による部活動などのサ

ポートに努めます。 
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Ⅳ 計画を推進するために 

 

１ 社会との関係、支援と協力 

（１） 地域との連携 

子供たちは、学校や家庭だけではなく、地域の中での様々な活動を通して社会性がはぐくまれ

ます。また、子供たちの安心・安全の確保のためには、地域ぐるみの防犯体制が必要です。さら

に、地域の教育力を高め、住民相互のつながりを深めあうことによって、安心・安全に子育てが

できる環境づくり、犯罪や非行に対する地域の抑止力が高められます。 
そのため、学校・家庭・NPO・大学・企業や自治会などの様々な関係団体と連携・協力してい

きます。 

 

（２） 家庭との連携 

家庭教育は、子供たちの自己肯定感を育成するとともに、生活習慣や倫理観、自立心や自制心

を身につける上で大きな役割を担っています。しかし、家族形態の変化、価値観やライフスタイ

ルの多様化等により、家庭を取り巻く環境が変化する中、子育てに不安を持つ保護者が増えつつ

あります。 
学校と家庭、地域が一体となって連携・協力関係を深めるとともに、子育て中の親への家庭教

育に関する支援も充実させ、安心して子育てできる環境づくりを推進していきます 
 

（３） 企業や大学等、他機関との連携 

宮代町では、協働のまちづくりの一環として、町内にある日本工業大学（平成 21 年 1 月）及び

隣接する春日部市の共栄大学（平成 24 年 3 月）との間で「連携協力に関する包括協定」を締結し

ました。日本工業大学との連携事業では、平成 23 年度から小学生の知的好奇心を刺激する学びの

機会「子ども大学みやしろ」をはじめ、６０歳以上を対象とした「みやしろ大学」での講座など、

幅広い世代の学び場が設けられています。令和 6 年からは理科好きの児童生徒を育てるために、

「日工大サイエンスプロジェクト」に取り組んでおります。また、共栄大学との連携では、学生

による事業協力によって「新みやしろ郷土かるた大会」を実施するなど、行政と大学双方の強み

を活かした青少年育成の場が形成されています。今後も、現行の講座内容等の改善に取り組むと

ともに、更なる連携先の拡大等を図ります。 
さらに、中学校の社会体験・キャリア教育の一環として、中学１・２年生が、町内外の事業所

の協力により、販売、接客等様々な職業を体験する活動も行っています。こうした地域の教育力

を学校に取り込むことにより、学校の教育力が高まり、地域の絆が深まることが期待されます。 
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２ 学校や社会教育施設の活動、連携・協力体制の強化 

 

（１） 学校の活動 

子供たちの豊かな人間性の形成と安心・安全の確保のためには、学校と家庭、地域が一体とな

って子供を育成する体制を整備することが不可欠です。 
そのためには、地域住民の学校教育への参画の促進と学校教育に対する理解を深める取組を促

進するとともに、住民のボランティア団体と積極的に連携し、地域の教育力を結集して、地域全

体で学校を支える教育支援体制を整備します。 

 

（２） 社会教育施設の活動 

現在、町内には、生涯学習・地域活動の拠点施設として公民館、図書館、郷土資料館、総合運

動公園などが設置されています。 
公民館では、住民の主体的な生涯学習を支援するとともに、その取組が町全体の社会教育活動

に発展していくことを目的として、施設運営を行っています。 
図書館では、資料提供のほか、各種講座や講演会、おはなし会などの読書普及活動を実施して

います。また、保健センターとの連携により、子供の成長過程に適した読書推進活動として「ブ

ックスタート事業」を実施するなど、他機関とも連携・協力した事業を展開しています。 
郷土資料館では、宮代町の歴史、民俗、文化に関する資料の収集・保存・調査研究を行うとと

もに、それらの成果を活用した展示や講座教室、催し物を開催しています。その一環として、社

会科見学や出前授業など、学校教育と連携・協力した事業展開に取り組んでいます。 
総合運動公園では、町民の体力向上・スポーツ活動の拠点として、様々な世代の方々が利用し、

スポーツに取り組めるよう、各種の教室・事業を展開しています。 
今後も、これらの各事業について、学校教育や地域との連携・協力体制を強化し、地域に根差

した社会教育活動を行うとともに、他機関との連携の輪も広げ、横断的な事業展開を実践してい

きます。 
 

 

３ 計画の進行管理及び見直し 

 

（１） 点検評価 

 本計画の実効性を確保するため、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づく、

教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価を実施し、外部有識者の客観的な知見を

活用することで、施策の適正な進行管理を行います。 

 また、点検・評価の結果を踏まえ、社会情勢の変化に迅速かつ柔軟に対応した施策の見直

しを行います。 


